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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第11期
第１四半期
累計(会計)期間

第10期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
３月31日

自平成20年
１月１日
至平成20年
12月31日

売上高（千円） 1,838,2036,044,731

経常利益（千円） 308,708 965,747

四半期（当期）純利益（千円） 181,275 531,695

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － －

資本金（千円） 928,100 928,100

発行済株式総数（株） 101,860 101,860

純資産額（千円） 3,397,8563,348,235

総資産額（千円） 5,087,9704,867,959

１株当たり純資産額（円） 35,179.0334,618.28

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 1,889.155,402.33

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 1,766.165,022.12

１株当たり配当額（円） － 1,200

自己資本比率（％） 66.3 68.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
177,704 620,912

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
203,066△529,550

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△89,892△456,407

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 1,430,7691,139,890

従業員数（人） 115 107

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

　（注）２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　（注）３．第10期から第11期第１四半期累計（会計）期間までの持分法を適用した場合の投資利益については、関連会

社が存在しますが、損益等からみて重要性が乏しいため、記載しておりません。 
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２【事業の内容】

　当第１四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 115 (40)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含みます）は、

当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）受注状況

　該当事項はありません。

(3）販売実績

　当第１四半期会計期間の販売実績をサービス区分別に示すと、次のとおりであります。

サービス区分
当第１四半期会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

パソコン向けアフィリエイト広告サービス（千円） 1,295,521

携帯向けアフィリエイト広告サービス（千円） 387,133

自社媒体運営（千円） 39,116

他社媒体広告販売（千円） 116,313

その他売上（千円） 118

合計（千円） 1,838,203

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1）業績の状況 

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に起因した大手証券会社の破綻等に

より、金融市場の混乱を招き、雇用情勢の悪化から個人消費も低迷する中、経済対策の効果も未だ表れず、引き続き景

気停滞の状況となっております。　

　このような状況の中、当社の主要事業であるインターネットマーケティングサービス分野は、ADSLや光ファイバー等

のブロードバンドの普及、インターネット利用者やブログ（日記形式のWebサイト）開設者の増加、携帯電話でのデー

タ通信利用者の拡大によるトラフィック数（データ通信量）の増加、電子商取引推進企業の広がりとともに、今後も

引き続き拡大が予測されております。また、昨今の景気低迷の影響を受けて、広告主はより費用対効果の高い広告であ

るアフィリエイト広告を再評価しはじめており、個人消費も節約志向からインターネットの利用頻度が伸びておりま

す。

　当第１四半期会計期間におきましては、広告主やパートナーサイトの管理画面やブログサービスのリニューアルな

どユーザビリティの向上や、広告主とパートナーサイトの関係をより強固なものにするためのコミュニケーション、

サービス品質向上を重視した営業活動を行いました。また、アフィリエイト広告と純広告を組み合わせた提案などを

強化しました。この結果、当第１四半期会計期間の売上高は、1,838,203千円となりました。また、営業利益は、288,333

千円、経常利益は営業外収益に受取利息を16,863千円、デリバティブ評価益を5,600千円計上したことなどにより

308,708千円となり、当期純利益は181,275千円となりました。　　　

○　サービス区分別の売上高の内訳 （千円未満切捨て）

サービス区分
平成21年12月期第１四半期平成20年12月期第１四半期 平成20年12月期
金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

パソコン向け
アフィリエイト広告サービス

1,295,521 70.51,098,67881.74,743,66178.5

携帯向け
アフィリエイト広告サービス

 387,133  21.1 194,286 14.51,015,33316.8

自社媒体運営  39,116  2.1 40,385 3.0 160,949 2.7

他社媒体広告販売  116,313  6.3 10,405 0.8 121,272 2.0

その他売上  118  0.0 143 0.0 3,515 0.0

総売上高  1,838,203100.01,343,899100.06,044,731100.0

　　 

　なお、主力サービスであるアフィリエイト広告サービスにおける事業年度末（当第１四半期末）の利用広告主数

（稼働広告主ID数）、参加メディア数（登録アフィリエイトサイト数）は、下記のとおりであります。 

サービス 区分 
平成21年12月期

第１四半期
平成20年12月期

パソコン向け
アフィリエイト広告サービス
「エーハチネット」 

稼働広告主ID数 2,141 2,184

登録アフィリエイトサイト数 736,124 695,391

携帯向け
アフィリエイト広告サービス
「モバハチネット」及び「アドカボ」

稼働広告主ID数 897 773

登録アフィリエイトサイト数 57,196 51,385

当社
アフィリエイト広告サービス
合計

稼働広告主ID数 3,038 2,957

登録アフィリエイトサイト数 793,320 746,776

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　　当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,430,769千円となりました。

 

　　当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、177,704千円の収入となりました。これは、売上債

権が66,615千円増加したこと、法人税等の支払額が207,560千円であった一方、税引前当期純利益を308,467千円計

上したこと、仕入債務が140,371千円増加したことによるものであります。 

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、203,066千円の収入となりました。これは、投資有

価証券の取得による支出が193,500千円であった一方、投資有価証券の償還による収入が400,000千円であったこと

によるものであります。  

　（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　　当第１四半期会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、89,892千円の支出となりました。これは、配当金の
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支払額が68,323千円であったこと、自己株式の取得による支出が16,568千円であったことによるものであります。 

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

　　当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期会計期間において、前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 300,000

計 300,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年５月15日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 101,860 104,170ジャスダック証券取引所

当社は単元株制

度を採用してお

りません。

計 101,860 104,170 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。　

EDINET提出書類

株式会社ファンコミュニケーションズ(E05533)

四半期報告書

 8/29



（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

（平成15年３月28日の定時株主総会決議により平成16年３月10日発行）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個） 　261（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,220（注）１,４,５

新株予約権の行使時の払込金額（円） 10,000（注）２,５

新株予約権の行使期間
平成17年４月１日から

平成25年３月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　10,000（注）５

資本組入額　 5,000（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場

合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転

による完全親会社となる会社に承継させる。 

　（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる１

株の100分の１未満の端数については、これを切り捨てます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２．当社が株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使による場合

を除く）をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。その

他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、時価を下回る場合に限る。）を発行する

場合についても、これに準じて行使価額は調整されます。

    
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数

３．新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役もしくは従業

員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの

限りでない。

②　新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

③　新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が上場もしくは店頭登録された場合に限り、新株予約権を行

使することができる。

④　その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との

間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

(2）新株予約権の消却

新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は子会社の取締役もしくは従業員の地位喪失により新株予約

権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができるものとする。

(3）新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。

４．新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利

を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。

５．平成17年３月９日付で１株を４株の割合、平成18年３月１日付で１株を５株の割合をもって株式の分割を

行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整

後の数を記載しております。
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（平成16年３月30日の定時株主総会決議により平成16年12月22日発行）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個） 　82（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,640（注）１,４,５

新株予約権の行使時の払込金額（円） 10,000（注）２,５

新株予約権の行使期間
平成18年４月１日から

平成26年３月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　10,000（注）５

資本組入額　 5,000（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場

合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転

による完全親会社となる会社に承継させる。 

　（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる１

株の100分の１未満の端数については、これを切り捨てます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２．当社が株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使による場合

を除く）をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。その

他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、時価を下回る場合に限る。）を発行する

場合についても、これに準じて行使価額は調整されます。

    
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数

３．新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社又は当社の子会社、関係会社の取締役、監

査役、従業員もしくは顧問の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当

な理由のある場合はこの限りでない。

②　新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

③　新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が上場もしくは店頭登録された場合に限り、新株予約権を行

使することができる。

④　その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との

間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

(2）新株予約権の消却

新株予約権者が権利行使をする前に、当社並びに子会社の取締役、監査役、従業員の地位喪失により新株予

約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができるものとする。

(3）新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。

４．新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利

を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。

５．平成17年３月９日付で１株を４株の割合、平成18年３月１日付で１株を５株の割合をもって株式の分割を

行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整

後の数を記載しております。
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（平成17年３月30日の定時株主総会決議により平成17年４月20日発行）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個） 170（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 850（注）１,４,５

新株予約権の行使時の払込金額（円） 20,000（注）２,５　　　

新株予約権の行使期間
平成19年４月１日から

平成27年３月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 20,000（注）５

資本組入額 10,000（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場

合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転

による完全親会社となる会社に承継させる。 

　（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる１

株の100分の１未満の端数については、これを切り捨てます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　　２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数

については、これを切り上げます。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率

３．新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1）新株予約権の行使の条件

①　取締役、監査役、従業員として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社又は当社の

子会社、関係会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位にあることを要す。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。

②　新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

③　新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が上場された場合に限り、新株予約権を行使することができ

る。

④　その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との

間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

(2）新株予約権の消却

取締役、監査役、従業員として新株予約権の割当を受けたものは、新株予約権者が権利行使をする前に、当

社又は当社の子会社、関係会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使

できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができるものとする。

(3）新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。

４．新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利

を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。

　　　　５．平成18年３月１日付で１株を５株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的

となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
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 （平成18年３月30日の定時株主総会決議により平成18年４月21日発行）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個） 466（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 466（注）１,４

新株予約権の行使時の払込金額（円） 779,196（注）２

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　779,196

資本組入額　389,598

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場

合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転

による完全親会社となる会社に承継させる。 

　（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　　２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数

については、これを切り上げます。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率

　　　　　　また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を除く）は、

次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げます。

    
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　　上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株

式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとします。

　さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が株式

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

３．新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1）新株予約権の行使の条件

①　取締役、監査役、従業員として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社又は当社の

子会社、関係会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位にあることを要す。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。

②　新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

③　その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との

間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

(2）新株予約権の消却

取締役、監査役、従業員として新株予約権の割当を受けたものは、新株予約権者が権利行使をする前に、当

社又は当社の子会社、関係会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使

できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができるものとする。
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(3）新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。

４．新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利

を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。

 

 （平成19年３月29日の定時株主総会決議により平成19年６月20日発行）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個） 270（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 270（注）１,４

新株予約権の行使時の払込金額（円）  　184,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成21年４月１日から

平成25年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）（注）５

発行価格　　262,675

資本組入額　131,338

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場

合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転

による完全親会社となる会社に承継させる。 

　（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てます。

　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　　２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数

については、これを切り上げます。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率

　　　　　　また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を除く）は、

次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げます。

    
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新株式発行前１株当たりの時価

既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　　上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株

式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとします。

　さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が株式

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

　　　　３．新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

　　　　　(1）新株予約権の行使の条件

　　　　　　①　取締役及び監査役として付与を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役であること。従業

員として付与を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、監査役、

従業員又は顧問の地位にあること。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでな

い。

　　　　　　②　新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
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　　　　　　③　その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締

結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

　　　　　(2）新株予約権の取得

　　　　　　　新株予約権者が権利行使する前に、当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位喪失

により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができ

るものとする。

　　　　　(3）新株予約権の譲渡制限

　　　　　　　新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。

　　　　４．新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪

失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。

　　　　５．新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額184,000円と新株予

約権付与時における公正な評価単価78,675円を合算しております。 

 （平成20年３月28日の定時株主総会決議により平成20年６月20日発行）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個） 355（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 355（注）１,４

新株予約権の行使時の払込金額（円）  　109,027（注）２

新株予約権の行使期間
平成22年４月１日から

平成26年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）（注）５

発行価格　　148,030

資本組入額　 74,015

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場

合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転

による完全親会社となる会社に承継させる。 

　（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てます。

　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　　２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数

については、これを切り上げます。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率

　　　　　　また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を除く）は、

次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げます。

    
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新株式発行前１株当たりの時価

既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　　上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株

式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとします。

　さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が会社分割を行う場合、又は当社

が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認め

る株式数の調整を行います。

　　　　３．新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

　　　　　(1）新株予約権の行使の条件

　　　　　　①　取締役及び監査役として付与を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役であること。従業

員として付与を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、監査役、

従業員又は顧問の地位にあること。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでな

い。

　　　　　　②　新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
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　　　　　　③　その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締

結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

　　　　　(2）新株予約権の取得

　　　　　　　新株予約権者が権利行使する前に、当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位喪失

により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができ

るものとする。

　　　　　(3）新株予約権の譲渡制限

　　　　　　　新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。

　　　　４．新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪

失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。

　　　　５．新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額109,027円と新株予

約権付与時における公正な評価単価39,003円を合算しております。 

（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減
額（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

 平成21年1月１日～

 平成21年3月31日
－ 101,860 － 928,100 － 32,800

　（注）平成21年４月１日から平成21年４月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,310株、資本金

及び資本準備金がそれぞれ12,800千円増加しております。 

 

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　

　また、当第１四半期会計期間において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条

第１項の規定に基づき、自己株式を取得したこと等により、平成21年３月31日現在、次のとおり自己株式を保有

しております。 

氏名又は名称 住所 所有株式数(株）
発行済株式総数に対する

所有株式数の割合（％）

株式会社ファンコミュニ

ケーションズ
東京都渋谷区渋谷１－１－８ 6,033 5.92 
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（６）【議決権の状況】

　　　当第１四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。また、当第１四半期会計期間において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156

条第１項の規定に基づき、自己株式を取得しております。

 

①【発行済株式】　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　　 5,858 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 　　96,002 96,002 －

発行済株式総数 101,860 － －

総株主の議決権 － 96,002 －

  

②【自己株式等】

 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合

（％）

株式会社ファンコ

ミュニケーション

ズ

東京都渋谷区渋谷

１丁目１番８号
5,858 － 5,858 5.75

計 － 5,858 － 5,858 5.75

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年１月 ２月 ３月

最高（円） 61,300 117,800 142,000 

最低（円） 50,200 52,500 95,000 

　　（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。
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３【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

  (1）新任役員

    該当事項はありません。

 

(2) 退任役員 

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 － 内田　徹 平成21年４月30日

　

 

(3) 役職の異動 

　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成21年１月１日から平成21

年３月31日まで）に係る四半期財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,330,769 1,139,890

受取手形及び売掛金 776,280 712,087

有価証券 829,730 1,135,316

その他 186,606 102,049

貸倒引当金 △28,309 △25,280

流動資産合計 3,095,076 3,064,064

固定資産

有形固定資産

建物 19,118 19,118

減価償却累計額 △6,820 △6,366

建物（純額） 12,298 12,752

工具、器具及び備品 144,935 147,078

減価償却累計額 △100,573 △98,226

工具、器具及び備品（純額） 44,362 48,851

有形固定資産合計 56,660 61,604

無形固定資産

ソフトウエア ※1
 104,901

※1
 111,706

ソフトウエア仮勘定 41,616 40,605

その他 714 －

無形固定資産合計 147,232 152,312

投資その他の資産

投資有価証券 1,570,745 1,365,816

その他 224,289 227,774

貸倒引当金 △6,034 △3,611

投資その他の資産合計 1,788,999 1,589,979

固定資産合計 1,992,893 1,803,895

資産合計 5,087,970 4,867,959
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,092,827 952,456

短期借入金 35,000 40,000

未払法人税等 112,774 213,000

賞与引当金 20,132 38,530

その他 341,510 185,388

流動負債合計 1,602,244 1,429,375

固定負債

長期預り保証金 87,868 90,349

固定負債合計 87,868 90,349

負債合計 1,690,113 1,519,724

純資産の部

株主資本

資本金 928,100 928,100

資本剰余金 1,180,050 1,180,050

利益剰余金 1,920,868 1,854,795

自己株式 △578,551 △562,959

株主資本合計 3,450,467 3,399,985

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △79,366 △77,115

評価・換算差額等合計 △79,366 △77,115

新株予約権 26,755 25,365

純資産合計 3,397,856 3,348,235

負債純資産合計 5,087,970 4,867,959
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 1,838,203

売上原価 1,208,288

売上総利益 629,915

販売費及び一般管理費

給料 113,833

貸倒引当金繰入額 7,124

賞与引当金繰入額 18,691

その他 201,932

販売費及び一般管理費合計 341,581

営業利益 288,333

営業外収益

受取利息 16,863

デリバティブ評価益 5,600

その他 320

営業外収益合計 22,784

営業外費用

支払利息 109

減価償却費 2,234

その他 64

営業外費用合計 2,409

経常利益 308,708

特別損失

固定資産除却損 ※1
 240

特別損失合計 240

税引前四半期純利益 308,467

法人税、住民税及び事業税 110,780

法人税等調整額 16,412

法人税等合計 127,192

四半期純利益 181,275
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 308,467

減価償却費 14,413

株式報酬費用 1,389

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,397

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,451

受取利息及び受取配当金 △16,863

固定資産除却損 240

デリバティブ評価損益（△は益） △5,600

売上債権の増減額（△は増加） △66,615

仕入債務の増減額（△は減少） 140,371

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,568

前受金の増減額（△は減少） 3,115

未払金の増減額（△は減少） 473

預り保証金の増減額（△は減少） △2,480

その他 8,818

小計 381,353

利息及び配当金の受取額 4,021

利息の支払額 △109

法人税等の支払額 △207,560

営業活動によるキャッシュ・フロー 177,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △193,500

投資有価証券の償還による収入 400,000

有形固定資産の取得による支出 △439

無形固定資産の取得による支出 △4,059

その他 1,065

投資活動によるキャッシュ・フロー 203,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △5,000

自己株式の取得による支出 △16,568

配当金の支払額 △68,323

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 290,878

現金及び現金同等物の期首残高 1,139,890

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,430,769
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

会計処理基準に関する事項の変

更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　貯蔵品については、従来、主として最終仕入原価法による原価法によっておりました

が、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として最終仕入原価法によ

る原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

 

 

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

固定資産の減価償却費の算定方

法

　減価償却の方法として定率法を採用している場合に、事業年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定しております。 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成21年３月31日）

前事業年度末
（平成20年12月31日）

※１．休止固定資産 

　固定資産には以下の休止固定資産が含まれておりま

す。なお。当該固定資産の減価償却費は営業外費用とし

計上しております。 

 　ソフトウェア　　33,520千円 

※１．休止固定資産 

　固定資産には以下の休止固定資産が含まれておりま

す。なお。当該固定資産の減価償却費は営業外費用とし

計上しております。 

 　ソフトウェア　　35,755千円 

 

 

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

※１．固定資産除却損は、工具器具備品除却損240千円であります。 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成21年３月31日現在) 

(千円) 

現金及び預金勘定 1,330,769

流動資産のその他に含まれる預け金 100,000

現金及び現金同等物 1,430,769

 

 

（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年３月31日）及び当第１四半期累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３

月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　 　101,860株　　　　　　　　　 

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式 　　  　6,033株　

 

３．新株予約権等に関する事項

  ストックオプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期会計期末残高　　　　　26,755千円 

 

４．配当に関する事項

（1）配当金支払額 

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年３月27日

定時株主総会
普通株式 115,202 1,200平成20年12月31日平成21年３月30日利益剰余金
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（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年３月31日） 

　その他有価証券で時価のあるものが、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末

日に比べて著しい変動が認められます。 

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額（千
円）

差額（千円）

(1）債券    

社債 2,472,282 2,344,066 △128,215

合計 2,472,282 2,344,066 △128,215

 

前事業年度末（平成20年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

(1）債券    

社債 2,600,316 2,444,725 △155,591

合計 2,600,316 2,444,725 △155,591

 

 

（デリバティブ取引関係）

　重要性が乏しいため記載を省略しております。  

 　　　 

（持分法損益等）

　当社の関連会社に関しては、損益等からみて重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期会計期間における費用計上額及び科目名

　売上原価　　　　　　　　 　 62千円

　販売費及び一般管理費　　 1,327千円

  

２．当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

　　該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成21年３月31日）

前事業年度末
（平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 35,179.03円 １株当たり純資産額 34,618.28円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 1,889.15円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1,766.16円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
当第１四半期累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円） 181,275

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 181,275

期中平均株式数（株） 95,956

     

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 6,682

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めな

かった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

―
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（リース取引関係）

 当第１四半期会計期間

（自　平成21年１月１日

    至　平成21年３月31日）

　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第２項の規定に

より記載を省略しております。

  

 

２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年５月15日

株式会社ファンコミュニケーションズ

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 筆野　力　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 浅岡　伸生　　印

 

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ファンコ

ミュニケーションズの平成21年１月１日から平成21年12月31日までの第11期事業年度の第１四半期累計期間（平成21年１

月１日から平成21年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ファンコミュニケーションズの平成21年３月31日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

　　　２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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